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社会資本整備審議会河川分科会 

河川整備基本方針検討小委員会（第１３２回） 

令和５年１２月２２日 

 

 

出席者(敬称略) 

委 員 長 小池 俊雄 

委  員 大井川 和彦 

委  員 大野 元裕 

委  員 熊谷 俊人 

委  員 小池 百合子 

委  員 里深 好文 

委  員 清水 義彦 

委  員 鈴木 直道 

委  員 髙村 典子 

委  員 戸田 祐嗣 

委  員 中北 英一 

委  員 中津川 誠 

委  員 中村 公人 

委  員 中村 太士 

委  員 福田 富一 

委  員 森 誠一 

委  員 山本 一太 

 

 

発言者 内容 

【事務局】 それでは、定刻となりましたので、社会資本整備審議会河川

分科会「第１３２回河川整備基本方針検討小委員会」を開催さ

せていただきます。本日司会を務めます、国土交通省の森本で

ございます。よろしくお願いいたします。 

本日の会議でございますが、公開にて行います。報道関係者

及び一般の方におかれましては、この会議の様子を別回線のウ

ェブ上で傍聴していただいております。 

それでは、最初に委員の紹介をさせていただきたいと思いま

す。今回から審議の対象となります利根川水系につきまして、

当該水系に関する知見や地域に精通した委員、及び指定区間を

管理する都道府県知事として御参加いただく委員を御紹介させ

ていただきます。利根川に精通した委員として、新たな専門委

員の委嘱は行っておりませんが、当委員会の清水委員が利根川
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発言者 内容 

水系の流域委員会の委員長として、流域に関する知見や地域に

精通されておりますので、清水委員を利根川水系の専門委員と

して御紹介させていただきます。 

【清水委員】 清水でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】 続きまして、利根川水系の関係都県である委員の紹介です。

茨城県知事、大井川和彦委員でございますが、本日は代理で土

木部河川課長、栗林様に御出席いただいております。  

【大井川委員代理（栗

林）】 

茨城県、河川課長の栗林でございます。よろしくお願いいた

します。 

【事務局】 ありがとうございました。すみませんでした。 

続きまして、埼玉県知事の大野元裕委員でございますが、本

日は代理で県土整備部副部長の吉澤様に御出席いただいており

ます。 

【大野委員代理（吉澤）】  埼玉県県土整備部副部長の吉澤でございます。本来であれ

ば知事が出席すべきところでございますが、本日は県議会の最

終日でございまして出席することができず、私が代理で務めさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

本日、利根川水系の河川整備基本方針の変更につきまして御

審議いただけるということでございまして、流域の地方自治体

としまして心から感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いし

ます。 

【事務局】 千葉県知事の熊谷俊人委員でございますが、本日は代理で県

土整備部、河川整備課長の古谷野様に御出席いただいておりま

す。 

【熊谷委員代理（古谷

野）】 

千葉県の河川整備課長をしております古谷野と申します。本

日、熊谷知事の代理として出席させていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【事務局】 東京都の小池百合子委員でございますが、本日は代理で建設

局河川防災課、河川保全専門課長の高林様に御出席いただいて

おります。 

【小池委員代理（高林）】 東京都の建設局河川部の高林でございます。本日、小池知事

の代わりに代理出席をさせていただいております。 

昨年の多摩川水系に続きまして、本日、利根川水系というこ

とで、引き続きよろしくお願いいたします。 

【事務局】 栃木県の福田富一委員でございますが、本日は代理で県土整

備部、河川課長の日原様に御出席いただいております。 

【福田委員代理（日原）】 栃木県、河川課長の日原でございます。本日は知事の代理で

出席させていただいております。 
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発言者 内容 

委員会の皆様におかれましては、利根川水系河川整備基本方

針変更に向けた御審議を頂くことに感謝申し上げます。よろし

くお願いします。 

【事務局】 群馬県の山本一太委員でございますが、本日は代理で県土整

備部長の眞庭様に御出席いただいております。 

【山本委員代理（眞庭）】 群馬県でございます。本日は、代理出席で県土整備部長が参

加予定なのですが、前の会議が続いておりまして、審議が始ま

りましたら参加させていただきます。御了承ください。 

【事務局】 続きまして、本日御欠席の委員でございますが、秋田委員、

阪本委員及び立川委員につきましては、御都合により欠席でご

ざいます。 

以上、２０名中１７名の委員に御出席いただいておりますの

で、社会資本整備審議会の規則に基づきまして求められる委員

の総数以上の出席がございますので、本委員会が成立しており

ますことを御報告いたします。 

また、国土交通省より、水管理・国土保全局長、次長、総務

課長をはじめとする関係課室長が出席してございます。 

それでは、冒頭、廣瀬水管理・国土保全局長より挨拶を申し

上げます。 

【廣瀬局長】 委員の皆さんにおかれましては、１２月、もう年の瀬も迫っ

ている中でお忙しいと思う中、御出席いただきまして誠にあり

がとうございます。 

今、日本海側はＪＰＣＺで非常に豪雪になっていて、今年は

非常に暑い年であったというのが国際的にも評価されていると

いう状況で、少し前の大雨がうそのように大雪になっています

し、一方で、中国、四国、九州、近畿は渇水、琵琶湖の水位も

まだ非常に低い状態であるということかと思ってございます。

非常に気象が荒ぶっているというか、ぶれている、大きく振れ

ているというようなことを実感している次第でございます。 

実は今日、来年度予算の政府案の閣議決定の日でございま

す。国土交通省水管理・国土保全局に関わる大きな話として

は、来年の４月から、水質を除く水道行政のところは厚生労働

省から移管されるという話になってございまして、今、これか

ら来年の国会で審議はされますけれども、組織も充実させてい

ただいて、それから予算の執行につきましても国交省で計画的

にやっていく。直接、基本方針そのものに関わる話ではないの

ですけれども、より水とのつながりを通じての連携が求められ

ているのかなと思っているところでございます。当初予算にお
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発言者 内容 

きましては、今の水道関係が当然、国交省の予算に入ってきた

というのがありますし、上下水道一体でいろんな検討をすると

いう経費も別途認められたという形になるのではないかと思っ

ているところでございます。 

基本方針を踏まえて実装していくという中では、流域治水の

取組が、今、特定都市河川の指定も各地域で関係者が御努力い

ただきまして順調に進み、その後、流域水害対策計画も策定が

急がれているところでございますけれども、その意味でも、そ

の屋台骨であるといいますか、大きな方向を示す基本方針の見

直しというのは、着実に進めさせてもらわないといけないので

はないかと思っているところでございます。 

前回からの継続の鵡川と沙流川の御審議を頂くとともに、今

日からは利根川にも御審議を頂くということになっているかと

思います。鵡川、沙流川につきましては、室蘭工大の中津川先

生、また北海道からも御参加を引き続き頂いていると思いま

す。感謝を申し上げたいと思います。また、先ほど御紹介いた

だきました、利根川関係の先生、清水先生、あるいは１都５県

の方々には、お忙しい中、参加いただきまして、重ねて御礼を

申し上げたいと思います。 

沙流川も近年、被害がございましたけれども、利根川も令和

元年東日本台風のときには本当に肝を冷やしたといいますか、

実際、被害が発生しているという状況でございますし、本川が

決壊するのではないかというぐらい、肝を冷やしたということ

かなと思ってございます。先ほど申しました、流域での様々な

取組を計画的に実装していくという意味でも、この基本方針の

見直しというのは非常に重要だと改めて強く認識しているとこ

ろでございますので、委員の皆様方の忌憚のない御意見を頂戴

できればと思います。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 続きまして、小池委員長より御挨拶をお願いいたします。 

【小池委員長】 委員長を務めております小池でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

この小委員会の前に２つの委員会がございまして、１つはこ

の小委員会から報告させていただく河川分科会、それからもう

一つは、社会資本整備審議会と交通政策審議会の共同で開催さ

れる計画部会というのがございました。そこで、私どもが審議

させていただいている基本方針の変更に関わることで、関連す
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発言者 内容 

ることがございましたので、３点ほど御報告させていただき、

今日の審議のスタートにしたいと思っております。 

河川分科会では、この小委員会で議論いただいた５水系の審

議を頂いた折に、分科会の委員でもあり、また国土強靱化推進

会議の委員長でもあられます小林潔司先生からコメントがござ

いました。私どもは多様な水系をそれぞれ一つ一つ議論させて

いただき、河川分科会では、事務局から個別の河川の報告を頂

いて、私からはそれを串刺しにするような話をさせていただい

ているのですけれども、小林委員から、一つ一つを積み重ねる

ことは大事かもしれないけれども、そういうものが１つの計画

的な科学の知となって、それを使って解析、それを理解するよ

うなことは、まだまだなのでしょうかねと言われました。それ

は、計画学的なアプローチは当然あるわけで、実はこれは小林

委員から２回目のご指摘でございまして、今年最初の分科会で

も同じ趣旨の発言があり、今年最後の分科会でも同じ趣旨の御

発言がございました。私どもは毎年度末に、１年度の議論をま

とめてリビングドキュメントというものを更新しながら、一つ

一つの河川に当たっているわけですが、やはりこういう積み重

ねを一般化していく、そして、それによってまた新たな個別の

問題をクリアにしていくというような段階へ、そろそろ進むと

いうことも考えていかなければいけないなと思っております。

それが１点目でございます。 

２点目、３点目は、社整審・交政審の計画部会についてでご

ざいますが、２０２１年に第５次の社会資本の整備に関わる重

点計画という５年計画が定められており、その中に一等最初

に、防災・減災が主流となる社会の実現という項目が重点の項

目の一つになっておりまして、その中に流域治水というものが

位置づけられております。そして、計画で用いられますキー・

パフォーマンス・インディケーター、ＫＰＩというものがセッ

トされておりまして、この流域治水関係では１１のＫＰＩがセ

ットされています。私自身は、ＫＰＩというものは計画の目標

値でありますので、これをある程度達成することが普通で、実

はそれだけでは評価できない、個別の中身を踏まえていろいろ

な問題をクリアしていく努力が評価されるべきものだと思って

おります。ところで、流域治水に関わる１１のＫＰＩが整理さ

れているのですが、「業績指数の実数値が目標達成へ向けた成

果を示している」ものがＡで、これは１１のうちの６個なので

す。「目標達成に向けた成果を示していない」がＢで、１１の



 

6 

 

発言者 内容 

うち５つございました。そういう中身をよく見てみますと、幾

つか特徴的なことがありますので、それを共有したいと思いま

す。「水害時の下水処理場の機能の確保」という１つのＫＰＩ

がございまして、これが９％台でございました。それから、

「都市機能の移転や防災機能の向上」というものがございまし

て、これも数％台でございました。それから、最大クラスの洪

水のハザードマップは８０％台なのですが、それに対しまし

て、内水のハザードマップの整備は１８％でございました。こ

のように見ますと、なるほどという１つの文脈がありまして、

国が直接、あるいは都道府県と御一緒にやるところは、かなり

うまくいっているのだけれども、この流域治水のカウンターパ

ートといいますか、ステークホルダーの中心である市町村でお

願いしているところというのが、まだ十分できていない部分も

あるかなというのを、この指標から私自身は読み取らせていた

だきましたというのが、この計画部会の１点目です。 

２つ目は、持続可能なインフラメンテナンスというのが重点

目標の２番目に上がっているのですが、これの御報告があった

ときに、すごいと思ったことがありましたので、これは皆さま

と共有したいと思います。それは、「地域インフラ群再生戦略

マネジメント」というタイトルで、略称を「群マネ」というん

です。これもなかなかいいと思うのですが、市町村がそれぞれ

単独でやると、インフラに関わる技術者・専門家がいないとこ

ろもいらっしゃいますので、いろいろと負担があるのだけれど

も、それを広域で連携したり、分野間で連携して、うまく進め

ようというものです。分野では、道路とか公園とか下水道とか

が連携してやるとうまくいくのではないかという新たな試みで

ございまして、モデル地域を決めてやっているのだそうです。

「群マネ」というのは、なるほどなと思いまして、流域治水を

進める上で、私どもも参考にさせていただく手法・戦略とも考

えられると思いましたので、今日は共有させていただきまし

た。 

以上、３点を申し上げて、今日の会議の何らかのヒントにな

ればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局】 ありがとうございました。 

それでは、議事に移りたいと思います。今日の進行につきま

しては、小池委員長、よろしくお願いいたします。 

【小池委員長】 それでは、本日の議事に入ります。 
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発言者 内容 

本日の進め方ですが、先ほども御紹介がありましたように、

鵡川・沙流川の２回目の審議を、資料１を用いて御説明いただ

いて、その後、資料２、これは利根川の１回目でございます

が、事務局から説明いただいて、また議論するという進め方に

したいと思います。 

それでは、事務局から資料１の御説明をお願いいたします。 

【事務局】 事務局の河川計画調整室長の石川です。 

それでは、まず資料１－１「河川整備基本方針の変更に関す

る補足事項」について御説明いたします。前回、鵡川・沙流川

について審議をさせていただきまして、いろいろと御意見を頂

きましたので、それについて補足をこの資料でさせていただき

ます。 

それでは、資料の１ページ目を御覧ください。前回の小委員

会で中北委員から、アンサンブル予測降雨波形のクラスター分

析につきまして、鵡川・沙流川流域を一体にしたものを示せな

いかとの御意見を頂きました。御意見を踏まえまして、鵡川・

沙流川流域を一体でクラスター分析を行いましたので、その結

果について御説明いたします。こちらの資料に示しますよう

に、５つのクラスターに分類されまして、このうち、クラスタ

ー２の鵡川中上流域集中型、クラスター３の沙流川中流域集中

型の発生頻度が高い傾向となりました。クラスター３につきま

しては、図に日高山脈の位置を示しておりますけれども、この

影響により雨が多くなっているものと推測されます。なお、ク

ラスター２については、鵡川中上流域集中型という名称にして

おりますが、鵡川・沙流川流域全体で均質に近い降雨分布とも

なっております。 

続いて、資料２ページを御覧ください。今御説明をさせてい

ただきました一体でのクラスター分析の降雨パターンにつきま

して、過去の主要洪水時の降雨がどのパターンであったかの確

認を致しました。併せてこちらの資料では、右側の表に、鵡

川・沙流川のそれぞれの主要洪水時のピーク流量をお示しして

おります。鵡川で戦後最大洪水を記録しました平成４年８月洪

水時は、流域一帯のクラスター分析ではクラスター５の鵡川中

下流域集中型、沙流川で戦後最大洪水を記録した平成１５年８

月洪水時はクラスター３、沙流川中流域集中型に分類されま

す。なお、そのほかの洪水でも、クラスター３の沙流川中流域

集中型が多く、鵡川、沙流川それぞれで見ますと、中下流域に
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発言者 内容 

雨が集中するパターンが主要洪水の場合に多くなっておりまし

た。 

続いて３ページ目を御覧ください。３ページ目から５ページ

目は、前回の小委員会でお示しした資料を再掲しております。

基本高水のピーク流量の検討に当たりまして、鵡川水系のアン

サンブル予測降雨波形を用いた検討、そして３ページ、４ペー

ジとそれが続きまして、５ページが、そのアンサンブルの結果

も含めたピーク流量の設定についての総合的判断を示したもの

になります。こちらの５ページ目の資料で、中北委員から、今

回設定しようとしております基本高水のピーク流量４,１００㎥

／ｓに対して、アンサンブル予測降雨波形を用いた検討の結果

が、それを上回るものが多くなっているという点について御指

摘を頂きました。 

御指摘を踏まえまして、６ページ目、次のページ以降ですけ

れども、この４,１００㎥／ｓを超過するアンサンブル予測降雨

波形の中の５つについて、降雨の時間的・空間的変化の分析を

行ってみました。この６ページの図ですが、まず一番上は、基

本高水のピーク流量の決定洪水である平成１５年８月洪水の図

を参考につけております。下２つと、次のページに３つつけて

おりますけれども、アンサンブル予測降雨の分析結果になりま

す。この降雨分布ですけれども、凡例を見ていただきますと、

青色から緑、黄色、赤色となるに従いまして、降雨量が大きく

なる凡例となっております。６ページ目の真ん中の降雨を見て

いただきますと、２５時間のところでは上流が緑色で強い雨と

なっておりますが、その後の２９時間のところを見ていただき

ますと、中流部に緑や黄色などの強い雨の分布が移っておりま

して、最後、３１時間のところでは、下流部に緑色の強い雨の

分布となっております。こういったように、雨域が上流から下

流に移っているような形になっているものが、この降雨以外に

も、程度には少し差がありますが、５つのうち４つの洪水では

同様の傾向が確認できました。こういった結果から、上流から

下流に雨域が移るような降雨が想定される場合は、流量が増大

しやすいと考えられますので、この点も踏まえまして、今後の

降雨の変化等の観測・調査を行うとともに、危機管理の際にも

留意していく必要があると考えております。 

続いて、資料８ページを御覧ください。前回の小委員会で清

水委員から、沙流川に比べて鵡川は洪水の流量が小さいように

見られるが、その原因について御質問を頂きました。御質問を
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踏まえまして、鵡川・沙流川の年最大雨量と年最大流量をグラ

フで上下に並べてみました。年最大雨量については両河川でそ

れほど大きな差がないと見て取れますが、流量については沙流

川のほうが大きくなる年が比較的多いように捉えられます。こ

の中で、点線の四角で囲んでいる年は、年最大雨量が両河川で

おおむね同じ程度になっている年ですけれども、流量を見てみ

ますと、青線の沙流川が比較的大きくなっていることが確認で

きます。このように、沙流川のほうが流量が大きくなる傾向

が、この結果から少し見て取れます。 

続いて、９ページを御覧ください。鵡川・沙流川の河川の勾

配や支川の合流の影響についても分析を行ってみました。河床

勾配については、鵡川・沙流川それぞれの左上のところにつけ

ておりますけれども、鵡川に対して沙流川はかなり急勾配とな

っております。また、支川の合流につきまして、鵡川は穂別川

が合流してきますが、合流点から上流の河川延長は、穂別川が

約４５キロ、鵡川本川は約９０キロと倍になっておりまして、

過去の３つの洪水において、鵡川本川の下流部、合流した後の

鵡川地点と、鵡川の穂別川合流前の鵡川本川の地点、あとは穂

別川の鵡川合流前の地点の流量を重ね合わせてみますと、穂別

川のピークは鵡川よりも前になっておりました。一方で沙流川

については糠平川が合流いたしますが、合流点から上流の河川

延長は、穂別川の約６０キロに対して沙流川本川は約８０キロ

と、鵡川に比べれば差が小さいという状況です。また、過去の

３洪水における沙流川本川の合流した後の下流部の平取地点

と、沙流川の糠平川合流前の沙流川本川の地点、糠平川の沙流

川合流前の地点の流量を重ね合わせてみますと、糠平川のピー

クは沙流川のピークに重なるか、それにかなり近い状況となっ

ておりました。以上から、沙流川は鵡川に比べまして河川勾配

が急であることや、支川糠平川の同時合流の傾向が強いことか

ら、これらの点からも沙流川の流量が大きくなる要因になって

いるものと考えられます。 

続いて、１０ページを御覧ください。前回の小委員会で中村

太士委員から、河道設定の考え方について御質問を頂きまし

た。こちら、鵡川・沙流川におきましては、ヤナギの樹林化抑

制、そしてシシャモの産卵環境の保全・創出の観点から、河道

断面を設定する必要があると考えております。まず、樹林化の

抑制については、多くのヤナギ類が５月下旬から６月中旬に種

子を散布し、湿潤な裸地に着床・定着することから、河道掘削
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面がこの時期に冠水するような形状とすることで、種子の着

床・定着を防ぐことができると考えています。また、資料右側

のほうになりますが、攪乱が生じることによりましてヤナギ類

の稚樹の育成を抑制できることも、北海道の他の河川で確認で

きていることから、攪乱しやすい河道断面・掘削断面の形状と

することも必要と考えております。シシャモの産卵環境の保

全・創出としては、前回の小委員会でも御説明したように、シ

ャモは粗砂・細レキの河床に産卵することが確認されているた

め、そのような粒径の箇所が維持されるよう配慮する必要があ

ります。河川整備基本方針の検討の段階におきましては、１次

元の河床変動計算を行いまして河道の安定の確認を行い、河道

断面を設定しておりますが、今御説明したような樹林化の抑制

や、シシャモの生息・産卵環境の保全・創出に配慮した河道を

設計するためには、今後、河川整備計画や実際の掘削工事を行

う前の段階で、右下にイメージで示すような２次元の河床変動

解析を行いまして、詳細に検討を行った上で工事等を進めてい

く必要があると考えております。 

続いて、１１ページを御覧ください。前回の小委員会で中村

太士委員から、沙流川の二風谷ダム下流でのヨシ原の再生、ア

イヌ文化とのつながりに関して、御質問・御意見を頂きまし

た。沙流川では、二風谷ダムの下流の右岸にアイヌの人々が水

辺で行っていた雑穀栽培の場、伝承活動の場となる水辺空間の

創出を行っております。この中で、アイヌの伝統家屋であるチ

セの屋根材などとして使用されていたヨシの再生にも取り組ん

でおりまして、ヨシ原再生の生育試験を実施しているところで

す。現在、生育状況のモニタリングを実施しており、このよう

に、アイヌ文化ともつながるような河川環境の整備の取組を進

めてまいります。 

 

続いて、１２ページを御覧ください。前回の委員会で中村太

士委員から、沙流川の内水対策について御質問を頂きました。

沙流川では、平成１５年のほか１８年・２８年の洪水により浸

水被害が発生していることから、樋門ゲートにつきまして、本

川の水位が上がってきますと自動で閉まるゲート、フラップ化

と言っておりますけれども、そういったゲート化を進めるとと

もに、内水の排水作業を自治体と連携して円滑に進めるため、

鵡川沙流川排水作業準備計画書を作成しているほか、ポンプ車
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による排水作業の場となる釜場の整備を行うなど、内水対策を

進めているところです。 

続いて、１３ページを御覧ください。前回の委員会で中村太

士委員から二風谷ダムの水位調節について、洪水期に水位が低

下し、景観が変化する点について御質問を頂きました。こちら

の左側の図は、二風谷ダムの容量配分図になりますが、洪水

期・非洪水期で容量設定が変わることから、横軸は１から１２

月の期間を示しております。１月から６月と１０月から１２月

は、青色の利水容量を設けて貯留を行っているため、下の左の

写真のように湖面が存在しておりますが、７月から８月の時期

には全体を洪水調節容量としておりまして、平常時は貯留しな

いため、右下の写真のように湖面が変化しております。二風谷

ダムでは、「既存ダムの運用の高度化」ということで、洪水期

にも、降雨がしばらく予想されない場合には貯留して発電等を

実施する取組を検討しておりまして、この取組により、地域か

らも要望が出ている通年の水面維持の可能性についても検討を

行ってまいります。 

続いて、１４ページを御覧ください。前回の委員会で秋田委

員から、地域の人口の減少や高齢化も踏まえながら、流域治水

の観点でどのような対策を進めていくべきか、また治水対策に

よる産業への影響について御質問・御意見を頂きました。こち

らの資料では、左側に鵡川のむかわ町、右側に沙流川の日高

町・平取町の人口と高齢化率のグラフをつけています。いずれ

の町でも人口が減少する一方で高齢化が進んでおります。両河

川とも浸水想定区域が市街地に広がっていることから、コンパ

クトなまちづくりにより、洪水に対する安全性の確保を図って

いく必要があると考えています。現在、むかわ町では立地適正

化計画の作成を進めておりまして、日高町ではコンパクトなま

ちづくりを目指して都市計画マスタープランの変更の検討を進

めているところです。産業につきましては、鵡川では春レタス

の収穫量が増大しているほか、シシャモが主要な水産業の資源

となっております。また、沙流川では「びらとりトマト」の収

穫量が、グラフをつけておりますが年々増大しており、主要な

産業となっております。このため、洪水による農業への被害を

軽減するため治水対策を進めていくとともに、その治水対策を

進める上では、先ほど河道設計のところでも御説明したよう

に、シシャモ産卵環境に十分配慮した形で進めていくことが、
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鵡川・沙流川での治水対策の進め方になるものと考えておりま

す。 

続いて１５ページを御覧ください。本日、資料１－１－３

で、方針本文の変更案についてお示ししておりますが、その中

身について前回の小委員会で委員から御指摘いただいた点を中

心に、こちらの１５ページ以降で御説明させていただきたいと

思います。まず、前回の小委員会で戸田委員から、鵡川と沙流

川は、水防活動や総合土砂管理など、両水系が一体で取り組む

べきことが多いことから、両水系が連携した取組について、今

後の方針に関して記載している部分も含めて追記すべきではな

いかとの御意見を頂きました。こちらのページでは鵡川水系の

本文案を抜粋しておりますが、本文の流域及び河川の概要のパ

ートにあります、行番号で２１番を抜き出しておりますけれど

も、こちらに、青字のところになりますが、「流域内外の密接

な連携及び水防技術の向上を図るために『鵡川・沙流川合同総

合水防演習』や『北海道地区水防技術講習会』を実施してい

る」旨を追記させていただきました。また、河川の総合的な保

全と利用に関する基本方針のパートにございます、行番号の４

２番になりますが、こちらについても青字のところになります

が、「沙流川を含む広域的な連携により河川及び海岸の土砂管

理を一体的に捉え、日高胆振沿岸の保全や土砂対策に反映して

順応的な土砂管理を推進する」旨を追記させていただいており

ます。続いて４９番のところになりますけれども、先ほど少し

お話をした「鵡川沙流川排水作業準備計画書」の作成について

記載を追記しております。続いて、中村公人委員から前回の委

員会で、農業側の取組として、遊水地・排水路の整備、田んぼ

ダムや霞堤、農地を守るための農地のかさ上げについて、説明

資料では示されているが、基本方針の本文のほうに記載があま

りないのではないかとの御意見を頂きました。御意見を踏まえ

まして、５１番のところの青字の部分ですが、「水害リスクの

高い農地への河道掘削土砂の利用（農地嵩上げ等）や排水路整

備等、水害に強い農地作りについて、関係機関が連携した取り

組みを推進するとともに、地域産業につながる河道の整備と維

持管理を行うことにより、農業生産空間の持続的な確保を図

る」旨を追記させていただいております。 

続いて、資料１６ページを御覧ください。こちらは沙流川の

基本方針の本文案になりますが、前回の委員会で中村太士委員

から、鵡川・沙流川流域の上流域に日本最大の国立公園ができ
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る予定があり、下流域のアイヌ文化と国立公園による環境の振

興も検討されている点について、この基本方針でも触れるべき

ではないかとの御意見を頂きました。御意見を踏まえまして、

沙流川水系の流域及び河川の概要のパートにあります行番号７

番のところに、「国立公園への指定の手続きが進められている

日高山脈襟裳国定公園に位置する流域」といった記載を追記さ

せていただきました。なお、次の２３番の記載は、先ほど御紹

介した戸田議員の御意見を踏まえ、鵡川の本文に追記したもの

と同様の内容を沙流川にも追記しております。 

続いて１７ページを御覧ください。こちらは沙流川の本文の

ところになりますが、河川の総合的な保全と利用に関する基本

方針のパートにあります行番号４５番、そして５２番につい

て、こちらも先ほど御紹介した戸田委員の御意見、そして５４

番については、先ほど御紹介した中村公人委員の御意見を踏ま

えまして、鵡川と同様の内容について沙流川にも記載させてい

ただいております。そして７６番は、河川環境の整備と保全の

パートの部分になりますが、先ほどの中村太士委員の国立公園

の御指摘を踏まえて記載を追記しております。 

鵡川・沙流川に関しての説明は以上になります。 

【小池委員長】 ありがとうございました。 

それでは、資料１につきまして、御意見を委員の皆様から頂

きたいと思います。まず、当該地域の専門委員でいらっしゃい

ます中津川委員、次にウェブ上の委員の順でお願いしたいと思

います。 

それでは中津川委員、お願いいたします。 

【中津川委員】 中津川でございます。御説明ありがとうございました。また

前回の委員会では各委員から有益な御意見を頂きまして大変あ

りがとうございました。 

本日、補足説明を聞きましてコメントさせていただきます。 

１点目でございますが、中北委員からの御指摘に関してです

が、確かに基本高水より流量が大きいケースというのが、アン

サンブルではやや多いということは気になります。これは、先

ほど御説明いただいたとおり、流域の上流から下流の全域で降

るような雨によって、そういうことが起こり得るということな

ので、そういう雨に対して対策が何か、これは流域治水という

話にもつながると思うのですけれども、留意すべきことを強く

感じた次第です。それから、関連しまして清水委員から御指摘

いただいた、沙流川で鵡川に比べて流量が大きいという御指摘
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がありましたけれども、地形的な特性から、降雨の集中化の時

間が短くてピーク流量が大きくなりがちであるというような流

域特性があるということを改めて流域の特性というのを考慮す

べきことは認識した次第でございます。 

それから２点目といたしまして、中村太士委員から御指摘い

ただいたとおり、両河川とも土砂流出の影響の大きい川でござ

いまして、土砂移動に伴います樹林化とか、あるいはシシャモ

の生息環境といったような河川環境の保全・再生というのは、

これら河川の大きな課題であると思います。これは今後の整備

計画の中で、流域全体の、あるいは長期的な土砂動態も踏まえ

たような河道設計とか河道の管理、それからダムの管理という

ことについて、十分な検討が必要であると認識いたしました。

併せて、当該の河川流域で重要視されていますアイヌ文化に配

慮したような河川計画、それから河川環境の在り方にも留意す

べきことを感じた次第です。 

最後に３点目でございますが、中村公人委員から御指摘いた

だきまして、私も非常に強い思いを持っております農業の持続

的な発展・振興について、北海道だけの問題ではなくて、近年

では食料安保という点で日本全体の課題であると認識いたしま

す。今回の修正で農地の保全について手厚く文言に盛り込んで

いただいたということを評価したいと思います。 

以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

それでは各委員、お願いしたいと思いますが、ただいま中北

委員から手が挙がっておりまして、では、まず中北委員、お願

いいたします。 

【中北委員】 小池委員長、ありがとうございます。 

前回質問させていただいたことに対して、お調べいただきま

してありがとうございました。空間分布を２つそろえて見る

と、日高山脈の影響を受けて雨が多い場合は、やはり沙流川の

ほうにちょっと多めに効くということがよく見えたというの

は、大きなことだったと思っています。そのパターンが３で、

今までの中でも多いということも見えたということは、またい

ろんな流域治水を考える上で重要な情報になったのかなと思い

ました。あと、基本高水の上に幾つか、過去再現と将来予測で

流量が出てくるという点についても、丁寧に見ていただきまし

てありがとうございます。中津川委員のおっしゃったとおりだ

と思います。基本的に、危機管理的に少し、流域治水で考えて
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おかないといけないのは、どういう雨の降り方だというのが見

えたというところは非常に大きなところだと思いますので、実

際にまた将来、整備計画なり考えていかれるときに、そういう

雨は、高水があって計画降雨水位を超えることが、危険性はあ

るのだという認識で、流域治水でバッファーを考えていただく

というようになったらいいなと思いました。 

すごくいい知見を出していただきまして、本当にありがとう

ございました。 

以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございます。 

続きまして中村太士委員、お願いいたします。 

【中村（太）委員】 ありがとうございました。 

全体的にはよく分かるパワーポイントのスライドだったと思

います。 

私は平取町の景観関係の委員になっていて、地元の人からの

要望をいろいろ聞いたりしていました。ということで、今回、

ヨシ原の再生とか、先ほど中津川委員におっしゃっていただけ

たようなシシャモの問題とか、様々な地域の要望があります。

二風谷ダムの水位についても、相当景観が変わってしまいます

ので、これは利水や発電の問題があるのでそう簡単ではないと

は思うのですが、整備計画を立てるに当たっては、地域の人た

ちの要望をある程度反映できるような検討を是非していただけ

ればありがたいと思いました。 

１点、私はフラップゲートというのをあまりしっかり見てい

なくて、勉強のために教えてほしいんですけど、これは、平常

時写真を見るとほぼ閉じてしまうように見えます。ということ

は、本川と支川のつながりは、基本、途絶えてしまうと思える

のですが、そうではないのでしょうか。もし途絶えているなら

ば、やはり将来的には、支川と本川のつながりが平常時どうな

っているかということも検討すべきなんじゃないかなと思いま

した。 

以上です。 

【小池委員長】 ありがとうございます。 

今の段階では、ほかに手を挙げておられる方はいらっしゃら

ないようですので、今の中村太士委員のフラップゲートの御質

問はいかがでしょうか。 

【豊口河川環境課長】 河川環境課長の豊口ですけれども、フラップゲートというの

は、片開きの扉みたいなもので、片方には開くけど逆側には開
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かないというような形になっていて、流れる方向、支川と本川

の間にあるフラップゲートの場合は、支川のほうが水位が高け

れば開く。逆に、本川の水位が高くなって逆流しそうなときに

閉じてしまうという構造なので、支川からさらさらと本川に水

が流れ込んでいる状況だと常に開いている状況だと思っていた

だければと思いますが。 

【中村（太）委員】 ということは、ちょっとこれは、どちらが支川か、どちらが

本川か、この写真では分からないのですが、平常時は本川と支

流のつながりは確保できていると。 

【豊口河川環境課長】 つながっているという認識で。 

【中村（太）委員】 分かりました。ありがとうございます。 

【小池委員長】 どうもありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、御意見がないようですので、関係県として北海道

の方に御参加いただいておりますので、御意見を頂戴したいと

思います。北海道様、どうぞよろしくお願いいたします。 

【鈴木委員代理（上前）】 北海道河川砂防課長の上前でございます。よろしくお願いい

たします。 

委員の皆様におかれましては、鵡川水系・沙流川水系河川整

備基本方針の変更につきまして熱心に御審議いただき、感謝申

し上げます。また、日頃より道行政に対しまして御理解と御協

力を頂き、この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

基本方針の変更案について、道として特に異論はございませ

ん。 

鵡川水系・沙流川水系におきましては、委員会資料にもあり

ましたように、平成１５年８月、平取町で観測史上最大の降雨

を記録するなど、計画規模を上回る洪水が発生しまして、死者

３名のほか、住宅や農地の浸水、橋が流出するなど甚大な被害

があり、地域住民の生活や経済活動に大きな影響をもたらしま

した。その後も、平成１８年８月、平成２８年８月など、洪水

による被害が発生しているところでございます。 

今回の基本方針の変更案では、気候変動の影響を考慮し、将

来予測される降雨量に対した河道への配分流量や、洪水調節施

設などによる調節流量が示されました。具体的な整備内容につ

きましては、今後の整備計画を変更する段階で検討されるもの

と承知しておりますが、その際は、道及び関係町村と密な連携

を図っていただき、十分な情報提供をお願いしたいと考えてい

るところでございます。 



 

17 

 

発言者 内容 

最後になりますが、今後の気候変動に対応していくために

は、国土交通省や道関係町村がしっかり連携し、流域治水を推

進していくことが重要と考えております。引き続き、皆様の御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

【小池委員長】 北海道様、どうもありがとうございました。 

その他、委員の皆様から御意見等ございませんでしょうか。 

それでは、今回の鵡川・沙流川水系の審議についてですが、

今日を含めて２回の審議を踏まえて、この本文の本案を分科会

に上げさせていただきたいと思います。御異議ありますでしょ

うか。 

特にないということでよろしいでしょうかね。 

２回の審議にわたりまして、鵡川・沙流川水系の基本方針に

ついて御議論いただき、誠にありがとうございました。今回、

御専門として関わっていただきました中津川先生、北海道の皆

様、誠にありがとうございました。御尽力に改めて御礼申し上

げます。 

それでは、次の資料の説明をお願いいたします。利根川水系

の説明でございます。 

事務局、お願いいたします。 

【事務局】 それでは、資料２「利根川水系河川整備基本方針の変更につ

いて」、御説明いたします。 

まず、１ページ目を御覧ください。「河川整備基本方針の変

更に関する審議の流れ」ということでお示ししておりますが、

利根川につきましては説明内容が非常に多くなりますので、本

日の委員会では①「流域の概要」について御説明をさせていた

だき、審議をお願いできればと思っております。②「基本高水

のピーク流量の検討」以降につきましては、次回以降の小委員

会で説明し、審議いただきたいと考えております。 

それでは、「流域の概要」ということで、資料４ページを御

覧ください。利根川につきましては河川流路延長が３２２キロ

ということで、信濃川に次いで全国２位になっております。ま

た、流域面積は１万６,８４０平方キロメートルで全国１位の水

系になっております。流域内には１都５県、約１,３０９万人の

人口を抱えております。降雨特性につきましては、年平均降水

量が１,３００ミリ程度でありまして、全国平均の１,７００ミ

リよりも小さくなっております。また、河床勾配につきまして

は、本川が２００分の１から２,５００分の１で、中・下流部の
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洪積台地では、幸手市・久喜市付近の標高が最も低く、周辺部

に向かって高くなる盆地状の地形を呈しており、下流の勾配は

比較的緩くなっております。 

続いて５ページを御覧ください。動植物の生息・生育・繁殖

環境の概要についてになります。まず、源流から渋川市の区間

に至る源流部につきましては、ブナ・ミズナラ等の自然林が分

布しておりまして、またサクラマスやカジカ等が生息・繁殖し

ております。そして、そこから利根大堰までの区間に至る上流

部につきましては、礫河原にカワラサイコ等の植物が分布して

おりまして、アユやムサシノジュズカケハゼ等が生息・繁殖し

ております。そして、布川までの区間に至る中上流部では、河

岸にヨシ群落が繁茂しておりまして、オオヨシキリ等が生息・

繁殖しております。そして、利根川河口堰までの区間に至る中

下流部においては、河口堰の湛水区間となっておりまして、ヨ

シ群落が広がる高水敷ではオオセッカ等の繁殖地となっており

ます。そして、利根川河口堰から河口までの区間の下流部につ

いては汽水域となっておりまして、ヨシ原や高水敷ではヒヌマ

イトトンボ等、干潟にはエドハゼやヤマトシジミ等が生息して

おります。そして、江戸川におきましては、河岸にヨシ・オギ

群落が繁茂しまして、オオヨシキリ等が生息し、下流の干潟や

河岸にはクロベンケイガニ等が生息しております。 

続いて６ページが、支川の環境の概要になります。この中で

真ん中のところになりますけれども、渡良瀬川につきまして、

渡良瀬川には渡良瀬遊水地がございます。ラムサール湿地に登

録されておりまして、広大なヨシ原が広がっており、多様な湿

性植物が生息しております。後ほどの資料で少し詳しく説明い

たします。そして、霞ヶ浦につきましては、ヨシ群落から成る

湖岸植生帯が広がっておりまして、カヤネズミ等の哺乳類が生

息しておりまして、水域には、水産資源となるコイ、シラウ

オ、ワカサギ等が生息しております。 

続いて７ページを御覧ください。土地利用の状況ということ

で、利根川は関東平野を流れておりますので、平野部と山地部

の割合が６対４となっております。右に示す土地利用につきま

しては、農地、市街地がそれぞれ２０から３０％を占めており

ます。 

続いて、８ページを御覧ください。立地適正化計画について

ですが、計画の策定事例として、まず熊谷市の計画の概要を示

しております。利根川の中流部に位置します熊谷市では、令和
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４年３月に立地適正化計画を策定しておりまして、居住誘導区

域から除外すべき区域として、想定最大規模洪水に対する浸水

３メートル以上の区域や家屋倒壊等氾濫想定区域等を設定して

おります。 

続いて、９ページを御覧ください。鬼怒川・小貝川が流下す

る常総市におきましては、令和３年３月に立地適正化計画を策

定しておりまして、想定最大規模洪水に対する浸水３メートル

以上の区域や家屋倒壊等氾濫想定区域は、水海道市街地の一部

を除きまして、原則、居住誘導区域から除外しております。 

続いて１０ページを御覧ください。「流域内の主要な交通

網」ということで、利根川流域には、こちらの図に示すよう

に、道路・鉄道の主要幹線が集中しており、国土の基幹をなす

交通網の要所ともなっております。 

続いて１１ページを御覧ください。近年の降雨量・流量の状

況ということで、まず上の流域平均年最大雨量についてです

が、３日雨量のグラフを示しております。昭和２２年９月のカ

スリーン台風時には３０９ミリ、そして令和元年東日本台風時

も３０９ミリを記録しております。下の年最大流量につきまし

ては、昭和２２年９月のカスリーン台風時の流量は約２万１,１

００㎥／ｓと推計しております。令和元年東日本台風では、こ

れに次ぐ約１万７,５００㎥／ｓを記録しております。 

続いて１２ページを御覧ください。ここで利根川の治水の歴

史について、簡単にですが御説明いたします。利根川はもとも

と東京湾に流下しておりましたが、江戸時代に埼玉エリアの新

田開発や舟運、そして水害の防除を目的にしまして、その流路

について太平洋側への変更が進められました。そして、明治か

ら昭和にかけまして利根川の改修工事が進められまして、明治

３３年から、下流の銚子・佐原の区間を第Ⅰ期として浚渫工事

等を実施し、明治４０年からは、佐原から取手の区間を第Ⅱ期

として湾曲部の直線化や築堤工事等を実施、明治４２年から

は、取手から上流の区間を第Ⅲ期として工事が順次進められて

きました。この第Ⅲ期の工事ですけれども、現在の行田市付近

の右岸側の堤内地に、中条堤と呼ばれる堤防が古くから存在し

ておりまして、また、その直下流が狭窄部となっていることも

加わって、洪水時には、この中条堤の上流側が大規模な遊水地

の機能を発揮して、下流の洪水を防ぐ役割を果たしてきまし

た。しかしながら、明治４３年の大洪水によりまして、この中

条堤が決壊したことを契機として、中条堤を廃止し、狭窄部も
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拡幅することとし、連続堤防を整備することになりました。ま

た、渡良瀬遊水地の整備も進めることとされました。 

続いて１３ページを御覧ください。利根川の主な洪水と治水

対策という内容ですけれども、ここでは主な洪水について、ま

ず御説明いたします。利根川本川での大きな洪水としては、先

ほどお話をした中条堤の廃止の契機となった、明治４３年８月

の台風による洪水、昭和１０年９月、１３年７月の台風による

洪水、そして昭和２２年９月のカスリーン台風による洪水。そ

の後、利根川本川では大規模な浸水被害が生じるような洪水は

ございませんでしたが、令和元年東日本台風による洪水により

大きな浸水被害が発生しております。 

１４ページを御覧ください。カスリーン台風の概要について

お示ししております。昭和２２年９月に、房総半島沖を通過し

たカスリーン台風によりまして、利根川や渡良瀬川では全川に

わたり過去最高の水位を記録しております。９月１５日には渡

良瀬川等で堤防が決壊し、翌１６日には北埼玉郡東村（現在の

加須市）新川通地区地先の利根川の右岸が決壊し、利根川流域

全域にわたって洪水被害が発生しました。利根川右岸の氾濫流

は、現在の中川・綾瀬川を飲み込んで南に流下し、東京都と埼

玉県の都県境にあります大場川の桜堤も決壊させて、葛飾区・

江戸川区・足立区まで氾濫流が達し、甚大な被害をもたらしま

した。 

続いて１５ページを御覧ください。利根川の支川の主な洪水

と治水対策ということで、まず渡良瀬川におきましては、昭和

１３年８月・９月の台風や、先ほども御説明したカスリーン台

風により甚大な浸水被害が発生したほか、昭和２４年のキティ

台風や４１年の台風により大規模な浸水被害が発生しておりま

す。鬼怒川につきましては、カスリーン・キティ台風の後、平

成１０年９月の台風による洪水で浸水被害が発生したほか、平

成２７年の関東・東北豪雨で堤防が決壊するなど甚大な浸水被

害が発生しております。そして、小貝川につきましては、昭和

１３年６月洪水により越水・決壊が多数発生したほか、昭和５

６年、５７年、６１年と立て続けに洪水が発生し、越水や堤防

の決壊により大規模な浸水被害が発生しております。 

続いて、１６ページを御覧ください。小貝川の昭和５６年・

６１年の洪水の概要になります。左側、昭和５６年８月の洪水

では、利根川本川からの逆流によりまして、小貝川の下流、利

根川の合流点から３.７キロの左岸の龍ケ崎市付近で堤防の決壊
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が発生しました。また、右側の昭和６１年８月洪水におきまし

ては、台風第１０号による影響で、流域平均日雨量が３００ミ

リを超え、無堤部からの溢水により、下館市、現在の筑西市の

母子島地区で５つの集落が冠水、また、その下流の２か所で堤

防が決壊し、大きな浸水被害が発生しました。 

続いて、１７ページを御覧ください。主な洪水と治水計画、

個別の事業の変遷を示しておりますが、具体的には次のページ

以降で御説明いたします。 

１８ページを御覧ください。利根川における治水計画の変遷

になります。まず左上のところからですが、明治１８年・２９

年の洪水を契機に、明治３３年に利根川の改修計画を策定して

おります。これに従って、下流部から、先ほど御紹介したよう

な改修が進められることになりましたが、上流部の計画の流量

は３,７５０㎥／ｓということで、明治の４洪水の平均としたも

のであり、明治の時代の直轄河川計画の中でも小さな規模にと

どまっておりました。なお、本川下流の流量は、江戸川の４倍

近い流量とされました。次に、明治４３年の洪水を契機とし

て、４４年に改修計画を策定。上流部の流量は５,５７０㎥／ｓ

と、５年から１０年に１回程度発生する洪水を対象として流量

を上げるとともに、渡良瀬遊水地を位置づけ、また江戸川の分

派量を増大し、これに従い、江戸川の本格的な築堤等を進めま

した。そして、その後、昭和１０年・１３年の洪水を契機とし

まして、１４年に利根川増補計画を策定し、上流部は昭和１０

年の実績流量を基本として、配分流量を１万㎥／ｓに増大し、

流量増の多くは本川に分担。一方で、下流部には布川の狭窄部

が存在し、引堤が困難であるため、流量増への対応として利根

川放水路を計画として位置づけました。続いて、昭和２２年９

月のカスリーン台風による洪水を受けまして、昭和２４年に改

修計画を策定し、上流部、八斗島地点の基本高水のピーク流量

を１万７,０００㎥／ｓと設定。河道で１万４,０００㎥／ｓ、

ダム等の洪水調節により３,０００㎥／ｓを分担する計画としま

した。河道の流量増を踏まえ、上下流及び本川でできるだけバ

ランスよく分担する流量配分としていますが、下流の布川狭窄

部での大幅な流量増が困難であるため、田中・稲戸井・菅生調

節池の整備と、利根川放水路の流量の増大により対応すること

としました。続いて、左下の昭和５５年の工事実施基本計画に

なりますが、八斗島の基本高水のピーク流量に関して、昭和２

２年カスリーン台風時の流量の推計を行い、これも踏まえ、基
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本高水のピーク流量を２万２,０００㎥／ｓに設定しました。増

大する流量については、河道配分流量を２,０００㎥／ｓ増大し

て、八斗島では１万６,０００㎥／ｓとしたほか、下流の配分流

量も全体的に増大させ、洪水調節流量については３,０００㎥／

ｓ増大して６,０００㎥／ｓとすることとしております。そし

て、平成１８年の現行の河川整備基本方針の策定時には、基本

高水のピーク流量は２万２,０００㎥／ｓを踏襲し、河道配分流

量については、利根川では河床が低下しておりましたが、この

頃にはおおむね安定していたことから、八斗島では５００㎥／

ｓの流量増を図り、その分、洪水調節流量を５００㎥／ｓ減少

させております。なお、下流の利根川放水路については、放水

路のルートとなる地域で市街化が進行しており、整備は困難で

あると判断し、印旛沼を活用した放水路に変更、流量の規模は

３,０００㎥／ｓから１,０００㎥／ｓに縮小し、その縮小分

は、利根川本川下流の流量を増大する形で対応することとしま

した。 

続いて、１９ページを御覧ください。今、御説明した現行の

基本方針について、支川の流量の数値も含めて概要をまとめた

資料を、こちらに参考につけております。 

続いて２０ページを御覧ください。現行の利根川・江戸川河

川整備計画の概要になります。利根川・江戸川の河川整備計画

につきましては平成２５年に策定しておりますが、河川整備の

目標とする洪水の規模は７０分の１から８０分の１としており

まして、基準地点、八斗島の流量は１万７,０００㎥／ｓ、この

うち１万４,０００㎥／ｓを河道で流下させる計画としておりま

す。メニューとしては、堤防の整備、河道の掘削、調節池の機

能増強、八ッ場ダムの建設などとなっています。 

続いて、２１ページを御覧ください。ここまで治水計画の話

を御説明しましたが、具体の治水対策について少し御紹介いた

します。昭和２２年のカスリーン台風以降、上流部におきまし

て、藤原ダム、相俣ダム、薗原ダム、矢木沢ダム、支川でも神

流川に下久保ダム、渡良瀬川に草木ダム、鬼怒川に川俣・川治

ダム等を整備するとともに、渡良瀬遊水地の調節機能の強化等

を進めてきました。また、左下の写真に示すように、中流部で

は大規模な引堤も実施しました。さらに、下流部には、菅生・

田中・稲土井の３つの調節池の整備・操業を実施しました。 

続いて、２２ページを御覧ください。五大引堤について御説

明します。利根川の中流部では昭和２４年から４２年にかけま
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して、五大引堤として、江戸川分派点から上流の５地区で、延

長ではトータルで約２３キロの区間になりますが、引堤工事を

実施し、川幅を１００メートルから２００メートル程度、拡大

させました。 

続いて、２３ページを御覧ください。渡良瀬遊水地について

ですが、明治４３名の洪水を契機として遊水地化の工事に着手

しまして、この右の図に示す赤線の部分の周囲堤を整備しまし

た。その後、昭和２２年、カスリーン台風等の洪水を踏まえま

して、より効果的に洪水調節を行うことができるよう、調節池

化の事業に着手し、黄色線で示す囲繞堤、越流部については青

色の縞の線で示しておりますけれども、これらの整備を進めま

して、平成９年に概成しております。現在までに１５回の洪水

調節を実施しております。また、戦後、高度成長期の首都圏の

水需要の増大に対応するため、昭和５１年からは渡良瀬貯水池

の整備に着手し、平成２年に概成しております。 

続いて、２４ページを御覧ください。利根川の下流部では、

鬼怒川の合流点付近の右岸側に田中調節池、左岸側に菅生調節

池・稲戸井調節池の整備を行ってきております。昭和４７年以

降、１４回の洪水調節を実施しまして、下流の洪水被害の軽減

を図っております。 

続いて、２５ページを御覧ください。小貝川での、先ほど御

紹介した昭和６１年の洪水を受けまして、大きな浸水被害に見

舞われました母子島地区に遊水地を整備することとしました

が、この母子島地区には１０９戸（３８１棟）の家屋がござい

ましたので、その移転が必要となりました。激特事業の５年と

いう限られた期間で事業を進めるため、母子島地区の５集落で

は、激特事業の推進委員会等を組織するなどして、集団移転地

の決定、用地取得、集団移転地の造成工事等を進めまして、平

成３年か４年には、一部を除き、移転を完了させております。

母子島遊水地の初期湛水地の周りには桜が植えられておりまし

て、春には桜の見物客、夏には自然観察の子供たちが集まって

いるほか、２月には、ダブルダイヤモンド筑波という撮影スポ

ットとしてもにぎわうなど、１年を通じて多くの人々に利用さ

れております。 

続いて、２６ページを御覧ください。首都圏氾濫区域堤防強

化対策について御説明いたします。利根川では、平成１３年の

台風１５号の出水の際に、水位は氾濫注意水位の超過にとどま

ったものの、こちらのグラフにございますように、その水位が



 

24 

 

発言者 内容 

５１時間にわたって続いたということもございまして、５か所

で漏水等が発生し、水防団による水防活動を行い、対応しまし

た。その後の調査により、過去から幾度も改修工事が行われた

堤防履歴の境目や基盤の砂礫層が水の通り道となっていること

が確認されたため、浸透による堤防決壊を防ぐため、利根川中

流部と江戸川の右岸堤防の延長、約６６キロを対象に、右上の

整備イメージのように堤防断面を拡幅し、堤防を強化する対策

を実施しております。なお、右下のところに示しております

が、中流部の左岸側の堤防につきましても、万が一、堤防が決

壊した場合、浸水深が深くなり、甚大な被害が想定されるた

め、堤防のかさ上げや拡幅を実施しております。 

続いて、２７ページを御覧ください。利根川の基本高水の検

証について御説明いたします。利根川では、平成１８年に河川

整備基本方針を策定いたしましたが、その後、平成２２年から

進められたダム事業の検証に際しまして、平成２３年に、この

基本方針の基本高水について国交省で点検等を行い、新たな河

川流出モデルを構築して基本高水の検証を実施しました。その

際に、日本学術会議に対して、学術的な観点からの客観的・中

立的な評価を依頼し、これを受けて、学術会議では評価を実施

いただきました。下の「国土交通省河川局長から日本学術会議

宛の依頼」のところを少し見ていただきますと、利根川水系の

基本方針については、平成１８年の策定時に飽和雨量などの定

数に関して十分な検証が行われていなかったことなどから、国

交省ではデータの点検・整理を実施して、現行の流出解析手法

の問題点を整理し、新たな河川流出モデルを構築して、基本高

水の検証を実施しましたが、その際に、学術会議への評価を依

頼したものになります。その学術会議による評価の実施につい

て、真ん中から下のところでまとめておりますが、日本学術会

議では、国交省から依頼を受けまして、小池先生を委員長とし

て、本日は御欠席ですが立川先生にも入っていただき、右に示

します計１２名の専門家から構成される分科会で検討・審議を

行いました。分科会での審議は、「審議の方針」のところに少

し記載しておりますが、まず昭和５５年の工事実施基本計画策

定時に設定して、平成１８年の基本方針策定時に踏襲した基本

高水につきまして、その算定の背景や経緯の記録が国交省に十

分に残っていないことが審議の中で明らかになったため、分科

会では貯留関数法による新たな流出計算モデルの検証に焦点を

移し、新しいモデルの構築においての留意事項や、国交省によ
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って構築された新モデルについて、分科会で評価軸を設定しま

して、新モデルの評価を実施し、また京都大学や東京大学が有

する分布型モデルを用いて、新モデルの結果との比較も実施し

ました。分科会での結論として、国交省の新モデルにより計算

された、八斗島地点における昭和２２年の既往最大洪水流量の

推定値約２万１,１００㎥／ｓのマイナス０.２％からプラス４.

５％の範囲との結果、２００年超過確率洪水流量約２万２,２０

０㎥／ｓは妥当であると判断されました。なお、一番下の「附

帯意見」のところになりますが、昭和２２年の洪水で実際に流

れた流量の推定値１万７,０００㎥／ｓと、先ほど述べた推定値

の間に差があることも踏まえ、推定値を現実の河川計画・管理

の上でどのように用いるか、慎重な検討等を要する等の御意見

を学術会議から頂いております。 

続いて２８ページを御覧ください。ここからは、近年の洪水

とその対応について御説明いたします。こちらの資料は、平成

２７年９月の関東・東北豪雨の概要になります。この豪雨で

は、関東北部で南北に延びた広域に線状降水帯が多数発生しま

して北に移動し、南北に延びる形の鬼怒川流域では流域全体に

強い雨が長時間にわたって続き、観測史上最多の雨量を記録

し、鬼怒川の宇都宮市に位置する石井地点等では観測史上最高

の水位を記録しました。この洪水によりまして、常総市の鬼怒

川左岸で堤防が決壊し、常総市の約３分の１に相当する４０平

方キロメートルが浸水したほか、常総市役所も浸水するなど、

甚大な被害が発生しました。 

続いて、２９ページを御覧ください。この２７年の洪水を受

けまして、鬼怒川下流域では、ハード・ソフト一体化した緊急

的な治水対策として鬼怒川緊急対策プロジェクトを立ち上げ、

対策を実施しました。ハード対策としましては、堤防整備や河

道掘削の実施、ソフト対策としては、マイ・タイムラインの取

組や、広域避難計画の策定等を進めました。 

続いて、３０ページを御覧ください。今御説明した鬼怒川の

プロジェクトにおける河道掘削に当たりましては、たまりやワ

ンドの保全、湿地（ヨシ原）の再生や水際部のエコトーンを再

生する方針として、そのような環境が創出できるように「Ｘ掘

削」等の掘削を行ってきました。そのイメージ図を左上に示し

ておりますが、Ｘ掘削とは、地盤高を互い違いに縦断方向に変

化させた掘削形状とするもので、地形の凹凸や冠水頻度の違い

により、多様な環境の創出を期待するものになります。掘削箇
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所ではモニタリングを行っておりまして、右に示すグラフは、

掘削箇所１４地区の植物、重要種の確認種数の経年変化を示し

ておりますが、掘削直前の平成２８年度調査では４種の確認に

とどまっていたものが、掘削後の令和４年の調査では１１種に

増大するなど、植物の生育環境の創出の効果が確認されていま

す。 

続いて、３１ページを御覧ください。令和元年東日本台風の

概要です。令和元年東日本台風では、利根川本川で、昭和２２

年カスリーン台風に次ぐ規模の洪水となりまして、八斗島地点

ではダム・氾濫戻しの流量で１万７,５００㎥／ｓを記録しまし

た。降雨の状況は、左の図に示しますように、利根川流域上流

部の烏川・神流川・吾妻川の流域や、鬼怒川・大井川・渡良瀬

川流域で大きな降雨となりました。なお、昭和２２年カスリー

ン台風の降雨の状況を、併せて参考に下につけております。利

根川上流のダム群等の施設による洪水の軽減効果が確認される

一方で、利根川本川では、河口部や鬼怒川合流点付近で計画高

水位を超え、河口部の神栖市や銚子市の無堤防区間では溢水が

発生し、広範囲に浸水が生じたほか、利根川の中流部１４５キ

ロから１７０キロの区間でも、下の図に示すように計画高水位

を超過し、写真に示すように堤防天端近くまで水位が上昇した

区間もございました。 

続いて、３２ページを御覧ください。令和元年台風時には、

試験湛水中であった八ッ場ダムを含めて、利根川上流のダム群

による洪水調節によりまして、八斗島地点の水位を約１メート

ル低下させたと推計しております。ダムがない場合には氾濫危

険水位を超過していたと推定されますが、実際の水位はそれを

下回りました。上流の７つのダムで約１億４,５００立方メート

ルを貯留し、このうち八ッ場ダムでは、試験湛水中であったこ

とから、流量のほぼ全てをため、約７,５００万立方メートルを

貯留しました。その際の八ッ場ダムの流入量、放流量、ダムの

貯水位を示したのが右のグラフになります。仮に八ッ場ダムが

完成していて計画操作を実施していた場合の八ッ場ダムの状況

を、下のほうのグラフでお示ししておりますが、八ッ場ダムで

は、青い線で示す貯水位が常時満水位以下となっておりまし

て、異常洪水時防災操作に入ることなく、ダムの洪水調節効果

が発揮されることを確認しております。 

続いて、３３ページを御覧ください。この洪水では、上流の

ダム群のほか、渡良瀬遊水地でも約１.６億立方メートルを貯留
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し、栗橋地点で約１.６メートルの水位低減効果を発揮したと推

計しております。さらに、下流の３つの調節池では約９,０００

万立方メートルを貯留し、取手時点で約１.１メートルの水位低

減効果を発揮したと推計しております。このようにダムや遊水

地による洪水調節効果が発揮される一方で、栃木県佐野市を流

れる渡良瀬川の支川の秋山川では、堤防が決壊し、浸水被害が

発生したほか、支川の氾濫や内水により広範囲で浸水被害が発

生しました。この洪水を受けまして、計画高水位を超過した中

流部において河道掘削を実施するとともに、利根川下流部の無

堤部で築堤の工事を進めております。 

続いて、３４ページを御覧ください。先ほど少し御説明し

た、利根川の基本高水の検証で構築された新たな流出計算モデ

ルにつきましては、昭和５３年から平成１９年までの洪水のデ

ータを用いて解析を行い、貯留関数の計算式の係数（Ｋ、Ｐ

等）を設定しておりますが、これら解析に用いた洪水は、八斗

島地点の流量が１万㎥／ｓ以下の中規模な洪水となっておりま

した。令和元年台風では、八斗島地点でこれらの洪水を超え

る、河道の流量でも約１万４,０００㎥／ｓ近くの流量を観測し

たことから、この洪水によりモデルの妥当性の確認を実施しま

した。その結果、観測値と流出計算の結果がおおむね一致しま

して、再現性を確認することができております。 

続いて、３５ページを御覧ください。渡良瀬遊水地の環境に

関しての資料になります。渡良瀬遊水地の整備については先ほ

ど御説明しましたが、この遊水地は、３,３００ヘクタールとい

う広大な敷地に湿地としての環境を保っておりまして、チュウ

ヒなどの猛禽類や、オオヨシキリなどの鳥類、タチスミレやト

ネハナヤスリをはじめとする１,０００種以上の植物など、多様

な動植物が生息・生育する貴重な空間となっておりまして、平

成２４年にはラムサール湿地に登録されております。平成２５

年には、渡良瀬遊水地保全・利活用協議会が設立されまして、

ラムサール条約の目的である湿地の「保全・再生」と「賢明な

利用」、これを促す「交流・学習」の取組として、地域住民等

による環境維持活動やコウノトリの生息環境の保全、ヨシ焼き

などの取組が行われております。 

続いて、３６ページを御覧ください。河川利用ということ

で、利根川の高水敷の利用は、公園、運動場が全体の３分の１

を占めております。河川敷の利用形態としては散策が多いです

が、スポーツ、釣りによる利用も見られます。 
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次の３７ページは、支川の河川利用の状況についてお示しし

た資料になります。 

続いて、３８ページを御覧ください。利根川の水質について

ですが、上流部では環境基準値を満足しております。本川中下

流部では、ＢＯＤの環境基準値が上回っている年もあります

が、改善傾向にあります。江戸川では近年、環境基準値以下と

なっております。 

３９ページは、支川の水質についてになりますが、多くの支

川では近年、環境基準値以下となっておりますが、小貝川では

環境基準値前後で推移しております。霞ヶ浦では環境基準値を

上回っているため、現在、対策を実施しているところになりま

す。 

４０ページ、渇水の発生状況についてになります。利根川で

は、昭和４７年から令和４年の５１年間に、おおむね３年に１

回の割合で、計１６回の取水制限が実施されております。近年

では平成２８年に渇水が発生し、取水制限を実施しておりま

す。５月から８月末までに、利根川上流８つのダムから総量で

約２.９億立方メートルの補給を実施しております。右のグラフ

は、利根川上流９ダムの貯水状況の推移について、過去の主要

な渇水時と令和４年・５年の推移を示しております。令和５年

については、現時点で平均よりも多い貯留量となっておりま

す。 

資料の説明は以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

今日、利根川の１回目の審議ということで、今、概要を事務

局から御説明いただきましたが、お聞きいただいたように大変

膨大な内容でございまして、完全に把握するのが難しい状況で

もございます。そこで今日は、進め方といたしましては、最初

に事務局から御案内がありましたように、今日は概要の説明に

とどめていただいて、概要を御説明いただいたことを踏まえ

て、利根川の基本方針の議論を進めるに当たり留意すべきこ

と、あるいは、今後どんなことを考えていかなくてはいけない

かというようなことを、委員の皆様から御意見を頂ければと思

います。 

と申しますのは、先ほど事務局からお話がありましたよう

に、２０１１年１月に、国土交通省の、当時は河川局とまだ言

っていた時期だったと思いますが、河川局長から日本学術会議

に審議の依頼がございました。私はそのときの連携会員でもあ
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りましたので、私は委員長でこの審議をさせていただきまし

た。１月から同年の９月まで、皆さんお分かりだと思います

が、ちょうど東日本大震災の中でございましたが、その審議を

させていただいたわけでございますが、もともと、なぜかとい

いますと、先ほど御紹介がありましたように、新しい河川法の

枠組みの中で基本方針がもうできておったのですが、八ッ場ダ

ムの建設に関連して、その根拠となる基本高水が正しいのかと

いう疑問が当時の国土交通大臣から提示されまして、河川局か

ら資料を添えて日本学術会議に審議の依頼がございました。約

９か月の審議を踏まえて回答を出させていただきまして、先ほ

ど御紹介のあったとおりの回答でございました。その中ではい

ろいろな経緯がございましたが、それを受けて１２月に、当時

まだ政権は同じ政権でございましたけれども、その政権の中

で、八ッ場再開というものをお決めいただいて、現在に至って

いるということでございます。 

何を申し上げたいかといいますと、当時の基本方針の小委員

会で審議した基本高水に大臣が疑義を呈されるということがあ

ったわけで、基本高水の小委員会は、大臣の諮問を受けて審議

を行うところでございますので、そのようなことがないよう

に、ぜひ皆さんといろいろな知見を合わせて、これを慎重に進

めたいという、実は思いがございます。そこで、ちょっと長く

なりましたが、まずは委員の皆様に今の概要をお聞きいただ

き、また皆様のこれまでのいろいろな知見を踏まえて、これの

審議を始めるに当たって御意見を頂ければありがたいと思った

次第です。 

それで、今日は実は、今日御出席の委員の中で、先般の現地

視察を行いましたときに御参加の委員がいらっしゃいます。ま

ずはその現地視察、それから今日の御説明も踏まえた上で御意

見を頂き、そういうこともお聞きいただきながら、現地視察に

は参加されなかったけれども御意見があるという場合には、御

意見を言っていただければありがたいと思っております。その

ように考えて、残り３０分程度ですか、そういう時間に使わせ

ていただければと思います。どうぞ御協力をよろしくお願いい

たします。 

それでは、利根川の現地視察に御参加いただきました委員の

皆様から、どなたか御意見等ございましたらお願いいたしま

す。 
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それでは、まず戸田委員、お願いいたします。その次に中北

委員、お願いいたします。 

【戸田委員】 戸田です。御説明ありがとうございました。 

先日、現地も見せていただきました。今日の説明も改めてお

伺いして、度重なる洪水被害の中で、何度も計画を見直しなが

ら現在の基本方針に至っているということをよく理解しました

し、非常に広い利根川の流域に対して、それぞれの地域で特性

に合わせた治水対策を実施しながら、流域全体としての安全度

を高めるような形で計画されていることを理解しました。 

その中で、基本方針の検討の中では、基本高水と計画高水を

決めるという非常に大事なポイントがあると思うんですけど、

やはり利根川は河道を流れている配分流量が非常に大きな軸に

なって、いろんな対策が歴史的に重層的に積み重ねられている

と感じます。渡良瀬遊水地もそうですし、田中・菅生・稲土井

の調節池もそうですし、そういった河道側で流せる流量と連携

する形で各支川などの対策が決まっているので、河道配分流量

というものに、これまでの計画や改修の歴史が、利根川の基軸

として残っていると強く感じるところです。そういう意味でい

うと、目標としての基本高水から、河道を流せる限界としての

河道配分流量を決めるという視点だけでは厳しいところがあっ

て、河道を流せる河道配分流量を１つの軸にして見たときに、

これまで行ってきた対策がどう今後もうまく機能していくの

か、効果アップできるのかということを全体で見ながら河道配

分流量を決めていくということが非常に大事ではないかなと感

じております。 

私からは以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

それでは、次に中北委員、その後に清水委員、お願いいたし

ます。 

【中北委員】 ありがとうございます。 

私も現地参加させていただきまして、地整の皆さんをはじ

め、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

私自身が、利根川全体を見させていただくのは本当に初めて

のことで、いろいろ感じるところがあったのですけれども、基

本的に戸田委員がおっしゃられたところと同じ印象ということ

でございます。流域面積が日本で一番広くて、しかも上流は本

当に山地の河川であって、中流まで行くと、左岸から、渡良瀬

川とか鬼怒川、小貝川と入ってきている。この間の洪水のとき
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の映像を少し見させていただいたのですけれども、その平野部

を、堤防ぎりぎりにとうとうと水が流れていく、あの姿を見る

と、本当に流域の広さそのものも感じますし、河道の堤防の大

事さというのも感じます。 

というような中で、これは地元の地整の皆さんも当然のごと

く、よく思っていらっしゃると思いますけれども、全体で見れ

ば、部分部分、河道の流域としては、自然の水の流れとしては

違う役割を持っているというのがよく分かる流域でもあります

ので、それを、治水として計画するときに全体を大きなシステ

ムとして見ていただくことは、ずっと忘れないようにキープし

ていただければと思います。今までの、明治以降の中でも、全

体を見ながら進めてこられていると思いますが、温暖化の中

で、より雨の降り方が変化する。その雨の降り方の変化も多

分、八斗島の上流域、あるいは鬼怒川の上流あり、あるいは平

野部というので、また変化の仕方も違う可能性がありますの

で、丁寧に見ていただきながら、全体で最適化をしていただく

というような方針というのを大事にしていただければと思いま

す。 

もちろん、治水に対して長い歴史をお持ちであるので、それ

も勉強させていただきました。それぞれの思いの中ですごいこ

とをやってこられているという流域だということも学ばせてい

ただきましたが、そういうのを大事にしながら、最新のインフ

ラの技術だけではなくて、いろんな物の考え方という技術で流

域治水を進めていただければと思います。 

ここが基本的なことなのですけれども、あと２つだけ大事だ

と思っている点を申し上げますと、やっぱりこれだけ広い河川

流域ですので、台風が主なというか、もう台風ですよね。台風

でないと、局所的なことは除いて、利根川があふれるようなこ

とはないと思うのですが、台風の将来変化を考えると、必ずし

も増えるという予測ではなくて、場合によっては台風の到来が

減るという予測もある中で、基本高水を考えるときに、確率面

を考えたときに、頻度と量で、両方見ますけれども、頻度が下

がることによって、高水の想定がちょっと危険側に行かないか

というようなことも少し気にはなっています。もう一度、精緻

にやっていただいたら、その辺は分かると思うのですけれど

も、例えば、そんなに来ない中でも一旦来た台風は非常に多く

の雨をもたらす台風であると。そういう危険性は高まるという

のは予想されていますので、そういう、どうなのかな、計画高
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水位を超えた場合の、先ほども危機管理というのが沙流川・鵡

川のところでありましたが、危機管理状態がどういうときにど

れぐらいの規模でなるかというのは、並行して見積もっておく

必要があると思っています。事があると大きな影響を受けます

ので。というので、例えば、この間の令和元年東日本台風が、

２度上昇の世界で来た場合に、どれぐらいの出水をもたらすか

とか、疑似温暖化と言われる手法。実際に、これは出水に関し

ては、もう既に防災研の佐山さんとかも出力を出されています

ので、それで利根川のほうの答えを整理して見ていただくと

か、あるいはカスリーン台風の疑似温暖化が今できるようにな

りつつありますので、そういう技術もうまく使い合わせなが

ら、危機管理として、基本高水をちょっと超える程度のことを

考えておかないといけないのか、もうちょっと上まで利根川に

関しては考えておかないといけないのかというようなところ

は、高水の決定と同時に考えていただければと思います。 

最後、あと、雪のことでございます。これはもう、小池先生

がここに関してもプロでございますので、あれですけど、雪の

影響ですよね。気候変動下の雪の影響で、今日みたいな、どか

雪というような、何だったっけ、収束帯。収束帯の豪雪は温暖

化できつくなるというのは予想が出ています。それとは別に、

平年的には、上流の積雪量は減るという中で、先ほど渇水の話

がありましたが、渇水だけではなくて流域環境ですよね。対生

物に関連しても、雪の影響も大事に考えていただいて、基本方

針を立てていただければと思います。 

ちょっと長くなって申し訳ありません。以上でございます。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

続きまして、清水委員、その後、髙村委員、お願いいたしま

す。 

【清水委員】 群馬大の清水です。 

事務局の説明の繰り返しになるかと思いますが、やはり利根

川を、まずこれからの計画をもう一度考える上で、もともとの

利根川の成り立ち、歴史的な経緯を、振り返らなくてはいけな

いと思います。かなり無理のある河道であると、東遷から始ま

ってその印象を持っています。様々な河道の付け替えや締切り

で、人工的につくられた現在の利根川の骨格が、千葉県の銚子

より太平洋に注ぐ道筋となっています。そして多くのことをや

ってきた中で、戦後直後の昭和２２年のカスリーン台風では、

上流域では大きな洪水氾濫・土砂災害が起こったということ。
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そして、中流域の埼玉県の利根川右岸の破堤。これが、首都圏

氾濫洪水をもたらした。これはもともとの利根川の川筋に沿っ

て氾濫流が流れたことによります。人間が幾ら変えても、やは

り本来の力には敵わないというリスクは、時間がたっても、首

都圏はこのリスクから逃れられないわけです。そういったこと

をカスリーン台風は教えてくれています。 

それから、カスリーン台風以後、これを目標として延々と治

水事業をやってきました。先ほど事務局からもありましたよう

に、利根川水系のダム群、多くのダムを造りました。また、利

根川本川中流部では、五大引堤と、大幅に川幅も広げていま

す。そして、渡良瀬遊水地、田中・稲戸井・菅生の調整池、先

人が造ってくれたものもあります。こうやって治水を進めたき

た中で、八ッ場ダムの試験湛水が始まった、まさに最中、２０

１９年１０月、令和元年東日本台風が起こりました。これは、

先ほどありましたように、河川整備計画目標規模を上回る洪水

です。私は、この台風は利根川の治水整備を試す洪水と思って

います。そのタイミングで起こったことで、首都圏氾濫の危険

をもたらす中流区間、１０キロ程度にわたって、計画高水位を

超えています。こういう現実を我々は見ることになりました。

このような状況を踏まえますと、気候変動の外力が増大してと

いう対応とともに、現在の治水安全度を早期に上げていかなけ

ればいけない。この利根川は、河川整備計画目標の流量と基本

方針目標の流量の間に大きな差があります。まだまだ追いつけ

ていません。この気候変動対応を考えると、一層その開きは大

きくなるものと思います。また、東遷の事業もあって、利根川

水系では上流と下流の治水安全度がとてもアンバランスです。

このアンバランスをどうやって解消していくのかという道筋を

つくるのも大きな課題ですが、これまで以上に、今回の計画の

見直しでは、これらの課題に向き合うことが大切と思います。

そのためには、今までの河道や治水施設のさらなる有効活用、

その機能増強、そして新たな整備が必要と思います。ただし、

前回計画の考え方ではなかった、新たな治水の考え方が、流域

治水というものが入ってきましたので、これが各支川、本川も

支川も含めて、それぞれで土地利用形態も違うので、それぞれ

の支川の特徴、本川の特徴を生かしながら、どんな流域治水が

できるかという展開が大いに期待されると思っています。以上

です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 
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それでは、髙村委員、その後、中村太士委員、お願いいたし

ます。 

【髙村委員】 どうもありがとうございます。 

私は流域の一住民として、令和元年の東日本台風のときに、

八ッ場ダムと調節池のおかげで、それ以上に河川管理者の御努

力のおかげで洪水を免れたということを実体験しました。改め

て、広大なこの利根川流域が、これまで人の力で流路変更な

ど、大きく改変してきた河川であるんだなということがよく分

かりました。 

私は湖の研究をずっとやってきた関係で、どうしても霞ケ浦

や印旛沼を水質の視点で見ることが多いのですけれども、そう

いう点から見ても、利根川流域には遊水地などをさらに造って

いただく余力がまだあるんじゃないかなと、そういう印象を受

けました。そして、その遊水地をどのように管理していくか

で、湿地再生など、生物相が豊かにも貧しくもなると。そうい

う生態系保全の点でも、国交省に引き続き御努力していただけ

るとありがたく思います。こういう低地に住んでいる限り、住

民は洪水のリスクを常に考えておかないといけないのですけれ

ども、高い建物を活用していくという方針も聞きましたし、母

子島を見せていただき、それを造ったことで新たなる価値が地

域に生み出された好事例というのもあるんだなと感じました。

渡良瀬遊水地など、私の専門の立場から見ると水質が悪いので

すが、利水の観点から、国交省ができることは、まだたくさん

あるなと感じました。例えば流路変更をして、窒素やリンを多

く含む河川は遊水池には入れないようにする、ということは既

にやられております。そうしたことは、他ではなかなかできな

いことだと思います。さらに、遊水地の上流部に、ため池を造

って、そこを沈砂池にして遊水地の水質改善をするとか、いろ

いろまだできることがあるように感じたので、そういった点も

トライして、いただければありがたいなと思います。 

水質なのですが、河川の水質はＢＯＤで見るというのは、そ

のようになっているんですけど、科学的には、窒素とリンの値

をモニタリングして、その値で判断していくようにできないか

なというのが、感想です。 

それと、霞ケ浦をどのように位置づけられるのかというのが

全然出てこなかったのですが、茨城県の方が出席しておられま

すけれども、水質について実に悩ましい問題があると思いま

す。また、妙岐ノ鼻がヨシ原としては大事なのですけれども、



 

35 

 

発言者 内容 

水位を上げた管理をやっていく中で、妙岐ノ鼻のヨシ原がどう

いう推移をしてきているのかとか、そういうデータも出してい

ただいて、議論していただければ非常にありがたいなと思いま

す。 

以上です。どうもありがとうございます。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

続きまして、中村太士委員、中村公人委員、里深委員、お願

いいたします。 

だんだん時間が迫ってきておりまして、御配慮いただければ

幸いです。 

【中村（太）委員】 ありがとうございます。 

私も現地を見せていただいて、この歴史ある川の様々な治水

事業もしくは災害の歴史を知ることができ、大変勉強になりま

した。ありがとうございました。最後の河口域の下流側のほう

が見られなかったのがとても残念でした。 

私が感じたのは、１つは、礫河原が、環境面としてはすごく

重要なのだろうということです。鬼怒川のカワラノギクの問題

であり、カワラハハコとかカワラバッタとか、いわゆる「カワ

ラ」とつくものが全国で今いなくなっています。それは、河川

水辺の国調などでも明らかに出てきます。その理由の一つが、

そういった砂礫堆が樹木で覆われるという樹林化が、顕著に全

国の川で出ていることだと思います。そういった中では、鬼怒

川とか、多分、小貝川もそうだと思うのですが、礫床を代表す

る、礫河原がまだ形成されている重要な川だと思いますので、

そういった生物にも配慮した管理を考えていかなくてはいけな

いのではないかなと思いました。 

それから、髙村委員もおっしゃられたような遊水地、これは

治水の歴史の中で遊水地が様々な場所で造られたということ

で、そのネットワーク、これは流域治水の付帯決議の中でも、

生態系ネットワークという言葉が出てきます。そういった意味

では、その遊水地をうまく利用しながら生態系ネットワークを

つくっていくというのが、利根川流域の１つの売りになってい

くのではないかと思います。既にコウノトリが、渡良瀬遊水地

ですか、繁殖していると聞いていますし、大型鳥類だけではな

くて、様々な点で、何というんですか、ネットワークを結べる

ような議論が、ここの場所ではできるのではないかなと思いま

した。 
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あとは河道掘削についても、複数の種類の河道掘削を行って

いるとか、遊水地やダム群、あとは河道でどうやって洪水をの

めるかという議論になっていくと思います。全国で様々な形の

河道掘削が行われているのですが、どんな河道掘削をすると、

どういった生物に対して生息場所を提供できるかというのがキ

ーになってくると思いますので、その辺も１つの論点になるの

かなと思いました。 

以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございます。 

続きまして、中村公人委員、お願いいたします。 

【中村（公）委員】 ありがとうございます。 

農業の立場からの発言になりますが、利根川流域の農地の面

積割合が２８.３％であり、これまで方針を策定してきた十勝川

流域での２９％、阿武隈川流域での２７％と同じぐらいの面積

割合となっており、比較的高い割合だと思います。したがっ

て、農地、特に水田が流域治水に果たす役割というのは、期待

できるところが少しあるのではないかと思います。先ほど清水

委員からも御指摘がありましたように、特に支川レベルでの対

策として、水田の役割が大きくなるかと思いますので、できま

したら支川ごとの土地利用割合、特にその中でも水田面積の割

合がどれぐらいあるのかという情報をお見せいただけるとあり

がたいと思います。 

私も別件で先日、渡良瀬川遊水地に注ぐ思川流域で取り組ん

でいる、田んぼダムの視察の機会がありましたが、土地改良区

のリーダーシップによる取組がかなり進んでおり、好事例であ

りますので、そういった取組がこれからも広がっていくような

方針になればいいと考えています。 

あと、先ほど髙村委員から御指摘があった湖沼の、霞ケ浦・

印旛沼の水質のことですが、１つの原因として農業排水の流入

があると思いますので、そういったところの対策も、水質保全

という意味では大事になってくるかと思いました。 

以上です。ありがとうございます。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

里深委員、お願いいたします。 

【里深委員】 私からは、今から２４０年前になるんですか、１７８３年、

浅間山が大噴火をして、利根川流域の活火山があるということ

で、現に増えたことが有史の中にもあって、そのときにも大規

模な泥流の氾濫等で、利根川流域にも大きな被害が出たという
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ことは明確になっております。それが再びあるのかどうかとい

うことは別にして、今はそこにダム群があるわけです。その流

域の中にダム群があって、そのダムの治水上の機能等にも大き

な影響が現れる可能性が高いと思われますので、そういうとこ

ろをどのように考えておくのか、備えておくのかということも

もちろん必要になってくるのではないかと私自身は思っており

ますので、そういう点をお示しいただければと思います。 

以上です。 

【小池委員長】 どうもありがとうございました。 

今日御出席の専門の委員の方々の御発言は終わったと思いま

すが、ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。 

今日いただいた御意見は、ぜひまとめて次の議論の際に参照

させていただくことができるように、事務局と協力させていた

だきたいと思います。 

私から３点ほど手短に申し上げたいと思います。 

最初は、私の話の冒頭にも申しましたが、学術会議の検討の

ところで、回答というものを学術会議から国土交通省にお渡し

した後、同じ月、９月だったのですが、その末に公開質問会と

いうようなものを学術会議の講堂でやりました。事前に御質問

のある方は文書でお送りくださいということを御案内して、２

１件の御質問がありまして、それを１１の論点に分けて議論を

整理して、その御質問にお答えするという形で会を進めまし

た。その議事録資料が残っておりますので、御関心のある方は

ぜひ見ていただくといいのですが、その中で１つ、科学的に、

その段階では答えられないものがございました。それは、モデ

ルの検証に使ったのは、きちんとデータが残っているものは大

体９,０００㎥／ｓ、１万㎥／ｓ未満の洪水であったんです。そ

れで検証したのですが、それで２万２,０００㎥／ｓという２倍

以上のものを再現できるのかという質問でございまして、これ

は科学的には十分答えられないものでございました。ただ、先

ほど御説明がありましたように、新しい貯留関数法というもの

と、京都大学と東京大学で持っております連続時間型の分布型

モデルというものは、物理構造等が異なるモデルで、３つで検

証して、３つでほぼ同じ値が出てきましたので、そういうこと

から２万２,０００という数字は妥当であろうという結論を出し

たというところでございます。今日の御説明の中の資料で、台

風１９号のときのデータをつけていただいておりまして、それ

が、現在のモデル、３４ページですか。それで、これはダムあ
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りの結果なのですけれども、観測している値がダムありのもの

しか観測できませんので、それと照らし合わせて、八斗島でダ

ムありですから１万４,０００㎥／ｓぐらいですが、１万７,５

００㎥／ｓが出たもので、検証して、そのときのチューニング

されたモデルがこういう結論を出しているということで、まだ

２万２,０００㎥／ｓというものではありませんが、１万７,５

００㎥／ｓに近いもの、１万７,５００㎥／ｓというものに対し

て、こういうパフォーマンスが示されたというのは１つの解で

あったかなと思います。１１の論点の中で私自身がずっと残っ

ておりましたのは、その一つでございました。 

２点目は、皆さんいろいろとお話しいただきましたように、

利根川は本当に多様なんです。地形、地質、植生、土地利用と

いう空間的な多様性もございますし、先ほど中条堤から連続堤

に変更した、昔でいう関東流から紀州流というのに変更してき

たものもございますし、あるところで狭いところはそのまま残

しながら治水を進めてきたという歴史もございます。河道と貯

留というものを、ある意味、限界まで見ながら進めてきたとこ

ろでございます。技術的にも、それから河川、治水上のいろい

ろ手法においても、それから、そこにある、いろいろな人々の

営みにおいても極めて多様であります。多様な中でいろいろな

工夫がなされているわけで、それを私どもは１本の川として見

ないといけないわけですから、２つ目は、多様な空間を理解し

て、多様な手法を理解して、それを時間軸の上で整理しなが

ら、上流から下流まで文脈をつくるというのが私どもの役割で

はないかなと思っております。それが、ぶちぶち切れていては

駄目で、ちゃんとつながりを持って全体の治水ができるという

ことが必要なのではないかと思います。 

最後は、実は台風１９号のときの映像を見せていただきまし

て、計画高水位よりも上というのは、余裕高というのがありま

すので、まだ堤防が見えているんです。それが、あれは監視カ

メラの映像を見せていただきますと、本当に天端まで来ている

んです。よくぞ、もったなと思います。非常に大きな、あれだ

けの高さですので、大変な水圧がかかる中で、よくもってくれ

たと思うとともに、いや、これを超えるものも来るだろうとも

思います。先ほどから皆さん、お話がありましたように、流域

治水というものを考えるきっかけは、そういうものが来たとき

にも人々の命が守られ、かつ営みがすぐ復帰できるような社会

をつくりたいということが、流域治水の念願、目標でございま
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すので、この利根川という、首都圏を抱えるところで、それが

どうやったらできるのかというようなことは、ぜひ皆さん、御

一緒の議論の中で詰めていきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

ほかによろしいでしょうか。 

それでは、ありがとうございました。本日の会議はこれまで

といたしたいと思います。各委員におかれましては熱心に御議

論いただき、また最後のディスカッションの中で貴重な御意見

を頂きまして本当にありがとうございました。 

本日の議事録につきましては、内容を各委員に御確認いただ

いた後、国土交通省ウェブサイトにて一般に公開することとい

たします。 

本日の議題は以上でございます。 

【事務局】 小池委員長、どうもありがとうございました。また、委員の

皆様におかれましては、長時間にわたり御議論いただきまして

ありがとうございました。 

それでは、閉会させていただきます。ありがとうございまし

た。 

 


